
1

藤沢市個人情報保護制度運営審議会答申第３５１号

２００８年１１月１３日

（平成２０年）

藤沢市長 海 老 根 靖 典 様

藤 沢 市 個 人 情 報 保 護 制 度

運営審議会会長 畠山 鬨之

診療契約に関することに係るコンピュータ処理について（答申）

２００８年１１月４日付けで諮問（第３５１号）された診療契約に関することに

係るコンピュータ処理について次のとおり答申します。

１ 審議会の結論

藤沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢市条例第７号) 第１８条

の規定によるコンピュータ処理を行うことは，「３ 審議会の判断理由」に述べ

るところにより適当であると認められる。

２ 実施機関の説明要旨

実施機関の説明を総合すると，本事務の実施に当たりコンピュータ処理を行う

必要性は次のとおりである。

(1) 制度の趣旨

分娩時の医療事故では，過失の有無についての判断が困難な場合が多く，裁

判で争われる傾向があり，このような紛争が多いことが産科医不足の理由の一

つになっている。

このため，分娩により重度の脳性麻痺となった児及びその家族の経済的負担

を速やかに補償するとともに，脳性麻痺の原因分析，再発防止を講ずることに

より，紛争の防止・早期解決及び産科医療の向上を図ることを目的として，

「産科医療補償制度」が創設された。

本制度は，国の主導により進められ，公的な性格を有している制度であり，

また，本制度に未加入であったことにより脳性麻痺児が補償を受けることがで

きないという事態を防ぐために，すべての分娩機関が本制度に加入することが

望まれているため，当院としても参加するものである。



2

なお，２００９年１月１日以降生まれる児から補償の対象となる。

(2) 制度の内容

ア 補償の対象

補償の対象は，通常の妊娠・分娩にもかかわらず分娩に係る医療事故によ

り脳性麻痺となった児で，次の基準を満たす者である。

(ｱ) 出生体重が２，０００ｇ以上かつ在胎週数３３週以上

(ｲ) 身体障害者等級１・２級相当の重症者

ただし，先天性要因等の除外基準に該当するものは除かれる。

また，これら以外であっても，在胎２８週以降の児については，個別審査

により補償の対象となる場合もある。

イ 補償金額

区 分 支払回数 補償金額 補償内容

準備一時金 １回 ６００万円 看護・介護を行うための基盤整備のため

の資金

補償分割金 ２０回 年１２０万円 看護・介護費用として毎年定期的に支給

ウ 掛金（１分娩あたり）

分娩機関は，掛金として，１分娩あたり３０，５００円を負担する。

ただし，インターネットを通じて妊産婦登録等の事務が可能となる

「Ｗｅｂシステム」を導入する場合，掛金は１分娩あたり３０，０００円と

なる。

(3) 事務の流れ

ア 妊娠５ヶ月を経過する妊産婦に，原則，胎児２２週までに３枚複写になっ

ている登録証への記入依頼をして，１枚目の登録証（妊産婦用）を妊産婦へ

交付する。その際，別添「妊産婦向けリーフレット」を用いて，制度の概要

及び個人情報の取り扱いについて説明する。

イ ２枚目の登録証(分娩機関用控）に基づき，Ｗｅｂシステムで妊産婦情報を

登録し，登録証（分娩機関用控）は，鍵がかかるキャビネットに分娩後５年

間（※）保管する。

※ 補償申請の申請期間は，児が満１歳の誕生日以降，満５歳の誕生日とな

るため。

ウ ３枚目の登録証（運営組織用控）は，月まとめで(財)日本医療機能評価機

構へ送付する。

エ 妊産婦が出産等で分娩管理を終えた際，妊産婦情報の更新をＷｅｂシステ

ムにて行う。
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(4) Ｗｅｂシステムによる登録について

ア Ｗｅｂシステムのメリット

(ｱ) Ｗｅｂシステムで妊産婦情報を登録することにより，１分娩あたりの掛

金が３０，５００円から３０，０００円に減額となる。（年間約３０万円

の削減効果。）

(ｲ) 出産後に分娩結果を運営機構に報告する際に，妊産婦情報を容易に検索

することができるので，事務の正確性，効率化を図ることができる。

イ Ｗｅｂシステムに登録する情報

以下の妊産婦記入項目と分娩機関記入項目をＷｅｂシステムで登録する。

(ｱ) 妊産婦記入項目

ａ 記入日

ｂ 氏名・フリガナ

ｃ 生年月日

ｄ 電話番号

ｅ 分娩予定年月日

ｆ 分娩予定胎児数

(ｲ) 分娩機関記入項目

ａ 登録区分

ｂ 分娩区分

ｃ 妊産婦登録遅延理由※

ｄ 転院日（他の医療機関から転院してきた場合のみ）

ｅ 転院元分娩機関名（ 同上 ）

※ 妊産婦情報の登録は，原則在胎週数２２週以内に行わなければならない

が，新規登録時に在胎週数が２２週を超えている場合には，遅延理由が必

要となる。

(ｳ) 情報の更新

妊産婦情報を更新により，毎月の掛金が自動的に計算されるので，以下

の項目いずれかを選択する定期的な更新が必要になる。

・妊産婦状況の項目

ア 分娩済

イ 胎児死亡

ウ 転院

エ 不明

オ 補償開始前の分娩

(ｴ) Ｗｅｂシステムのセキュリティー対策

ａ 操作を行う際には，必ず証明書である「ＵＳＢキー」，パスワード等
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の入力が必要となる。パスワードは，登録作業または更新作業を行う特

定の職員のみに伝える。

ｂ 「ＵＳＢキー」は手提げ金庫に保管し，使用するときには「ＵＳＢキ

ー使用簿」に所属，氏名を記載して管理する。また，夜間はその手提げ

金庫を警備室に預け，保管する。

ｃ データ通信は安全性の高い認証局の「ＳＳＬ」方式で行い，データを

暗号化することにより，外部への情報漏洩を防ぐことができる。

ｄ データセンターでは，入退室カードによる入退室管理を実施しており，

入退室のたび監視センターに情報が行き，状況をカメラによりモニター

リングしている。また，ユーザＩＤ，パスワードでユーザ認証を必要と

し，ユーザＩＤの利用期限を設けるなどのセキュリティーを実施してい

る。

ｅ Ｗｅｂシステムの運用は，藤沢市コンピュータシステム管理運営規定

及び藤沢市民病院情報セキュリティーポリシーに基づいて行い，Ｗｅｂ

システムへのアクセスは藤沢市民病院医事担当事務室内に設置した１台

のパソコンに限定する。また，システム利用者に対して，妊産婦情報の

登録作業前に「ＵＳＢキー」及びパスワードの取扱について注意喚起を

する。

(5) 実施時期

２００８年１１月１３日以降

(6) 提出資料

ア 登録証「妊産婦用」，「分娩機関用」，「運営組織用」

イ 妊産婦向けリーフレット

ウ 盗聴・不正アクセス防止概略図

エ 個人情報取扱事務届出書

３ 審議会の判断理由

当審議会は，次に述べる理由により，審議会の結論のとおりの判断をするもの

である。

コンピュータ処理を行うことについて

(1) コンピュータ処理を行う必要性について

実施機関の説明によれば，Ｗｅｂシステムを導入した場合，登録を紙ベース

で行う場合に比べ，出産後に分娩結果を運営機構に報告する際に，妊産婦情報

を容易に検索することができるので，事務の正確性，効率化を図ることができ

る。

また，Ｗｅｂシステムで妊産婦情報を登録することにより，１分娩あたりの
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掛金が３０，５００円から３０，０００円に減額となり，年間約３０万円の削

減効果が期待される。

以上のことから判断すると，コンピュータ処理を行う必要性があると認めら

れる。ただし，産科医療補償制度の運営組織である財団法人日本医療機能評価

機構で管理している個人情報の廃棄及び保存期間等の取扱い内容につき不明確

な点があるため，そのことにつき当該機構に確認することを条件とするもので

ある。

(2) 安全対策について

実施機関では，安全対策として以下アからオまでに掲げる措置を講じること

としている。

ア 操作を行う際には，必ず証明書である「ＵＳＢキー」，パスワード等の入

力が必要となる。パスワードは，登録作業または更新作業を行う特定の職員

のみに伝える。

イ 「ＵＳＢキー」は手提げ金庫に保管し，使用するときには「ＵＳＢキー使

用簿」に所属，氏名を記載して管理する。また，夜間はその手提げ金庫を警

備室に預け，保管する。

ウ データ通信は安全性の高い認証局の「ＳＳＬ」方式で行い，データを暗号

化することにより，外部への情報漏洩を防ぐことができる。

エ データセンターでは，入退室カードによる入退室管理を実施しており，入

退室のたび監視センターに情報が行き，状況をカメラによりモニターリング

している。また，ユーザＩＤ，パスワードでユーザ認証を必要とし，ユーザ

ＩＤの利用期限を設けるなどのセキュリティーを実施している。

オ Ｗｅｂシステムの運用は，藤沢市コンピュータシステム管理運営規定及び

藤沢市民病院情報セキュリティーポリシーに基づいて行い，Ｗｅｂシステム

へのアクセスは藤沢市民病院医事担当事務室内に設置した１台のパソコンに

限定する。また，システム利用者に対して，妊産婦情報の登録作業前に「Ｕ

ＳＢキー」及びパスワードの取扱について注意喚起をする。

以上のことから判断すると，安全対策上の措置が講じられていると認められ

る。

以上に述べたところにより，コンピュータ処理を行うことは適当であると認め

られる。

以 上


